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国税庁

平成30年10月
14

　人 事 課
	項　　目
	税理士試験の受験資格の認定申請手続及び免除申請手続における住民票の提出不要化

	関係法令
	税理士法施行規則第２条の３第１項第３号、税理士法施行規則第３条第１項第１号

	改正意見
	税理士試験の受験資格の認定申請手続及び免除申請手続において本人確認のために提出しなければならない住民票について、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することとされている。
税理士試験の受験資格の認定申請手続及び免除申請手続においては、本人確認の観点から、申請者の住民票の提出を求めているところ、資格審査に必要な書類として、大学等の機関が発行する卒業証明書や会社等が発行する職歴証明書等を求めており、本人確認の手段が代替できることから、納税者の利便性向上のため、住民票の提出を省略すべきである。






資産課税課
	項　　目
	贈与税申告（相続時精算課税）手続における住民票の提出不要化

	関係法令
	相続税法施行規則第11条第１項第２号、第２項第３号

	改正意見
	贈与税申告（相続時精算課税）手続において本人確認のために提出しなければならない住民票について、代替手段によりその提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することとされている。
贈与税申告（相続時精算課税）手続においては、贈与者の氏名、生年月日の確認とともに、贈与者が60歳に達した時以後の住所等により、過去の相続時精算課税の適用状況を確認する必要があることから、贈与者の住民票の提出を求めている。過去に相続時精算課税の適用を受けている全ての贈与税申告書を受贈者及び贈与者のマイナンバーと紐付けして管理することができる場合には、これらの確認の手段が代替できることから、納税者の利便性向上のため、住民票の提出を省略すべきである。
なお、全ての贈与税申告書をマイナンバーと紐付けする作業（システムの整備等）が必要となることから、実施時期は未定である。





資産課税課
	項　　目
	障害者非課税信託申告手続における住民票の提出不要化

	関係法令
	相続税法施行規則第２条第２号

	改正意見
	障害者非課税信託申告手続において本人確認のために提出しなければならない住民票について、代替手段によりその提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することとされている。
障害者非課税信託申告手続においては、受贈者の実在確認の観点から、受贈者の住民票の提出を求めている。マイナンバーを利用した住民基本台帳ネットワークシステムへの照会を行う場合には、受贈者の実在確認の手段が代替できることから、納税者の利便性向上のため、住民票の提出を省略すべきである。






酒税課
	項　　目
	酒類製造免許申請手続及び酒類の販売業免許申請手続における決算書の添付不要化

	関係法令
	酒税法施行規則第７条第２項第４号、酒税法施行規則第７条の３第２項第４号

	改正意見
	酒類製造免許申請手続及び酒類の販売業免許申請手続において添付しなければならないこととされている決算書（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類）について、これを既に税務署に提出している場合には、その添付を要しない旨を明確化する。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、添付書類の撤廃に向けた検討を行うこととされている。
酒類製造免許申請手続及び酒類の販売業免許申請手続においては、申請者の経営状況を確認する観点から、申請者の決算書（過去３年分）の提出を求めているが、申請者の所得税又は法人税の確定申告書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、運用により、当該決算書の添付を省略している。
デジタル・ガバメント実行計画を踏まえ、酒類製造免許申請手続等について、既に決算書を提出している場合にはその添付を不要とすることを法令に明記することにより、取扱いの明確化を図る必要があると考える。






資産課税課
	項　　目
	非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除（一般措置）
非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除（一般措置）
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例（特例措置）
非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例（特例措置）
手続における決算書の提出不要化

	関係法令
	租税特別措置法施行規則第23条の９第22項第３号
租税特別措置法施行規則第23条の10第20項第４号
租税特別措置法施行規則第23の12の２第14項第３号
租税特別措置法施行規則第23条の12の３第14項第４号

	改正意見
	非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除（一般措置）及び贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例（特例措置）手続において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除（一般措置）及び贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例（特例措置）手続においては、特例の適用要件を満たしているか確認する観点から、（特例）認定（贈与）承継会社の決算書の提出を求めている。当該決算書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書の提出を省略すべきである。






　　管理運営課
	項　　目
	延納手続における決算書等の提出不要化

	関係法令
	相続税法施行規則第20条第２項第５号

	改正意見
	延納手続（相続税、贈与税及び物納撤回に係る延納許可。以下同じ。）において提出しなければならない決算書等について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
延納手続においては、延納担保が保証人である場合に、当該保証人の資力調査を行う必要があるため、決算書や源泉徴収票など収入の状況を確認することができる書類の提出を求めている。所得税の確定申告書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書等の提出を省略すべきである。







　　管理運営課　
	項　　目
	物納手続における決算書の提出不要化

	関係法令
	相続税法施行規則第22条第２項第６号

	改正意見
	物納手続（特定物納及び物納財産の変更（旧法）に係るものを含む。以下同じ。）において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
物納手続においては、物納申請財産が非上場株式である場合に、当該株式の評価を行う必要があるため、非上場株式に係る法人の決算書の提出を求めている。自署に法人税の確定申告書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書の提出を省略すべきである。
なお、他署に提出された確定申告書を確認することとなる場合には、添付書類省略の改正に併せて、審査期間 (注)の延長に係る改正の検討が必要となる。
(注)　物納申請があった場合、国は原則として３か月以内に許可又は却下をしなければならないが、当該審査期間内に国税当局おける形式審査等に加え、財務局・財務事務所における現地調査等も行わなければならないため、国税当局における処理日数の増加は、財務局・財務事務所における処理期間の短縮を強いることにつながる。仮にこの期間を経過した場合は、物納要件を満たしていない申請であっても許可があったものとみなされることとなる。






資産課税課
	項　　目
	相続税の非上場株式等についての納税猶予の継続届出（一般措置）
相続税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（死亡免除）（一般措置）
贈与税・相続税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（贈与による免除）（一般措置）
贈与税の非上場株式等についての納税猶予の継続届出（一般措置）
贈与税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（死亡免除）（一般措置）
手続における決算書の提出不要化

	関係法令
	租税特別措置法施行規則第23の10第21項第４号
租税特別措置法施行規則第23の10第26項第４号
租税特別措置法施行規則第23の９第28項第４号、第23の10第26項第４号
租税特別措置法施行規則第23の９第23項第４号
租税特別措置法施行規則第23の９第28項第４号

	改正意見
	上記各種届出において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。





	理由
	[bookmark: _GoBack]デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
上記各種手続においては、資産保有型会社に該当していないこと等適用要件に該当することを確認する観点から、対象（受贈）非上場株式等に係る認定（贈与）承継会社の決算書の提出を求めている。当該決算書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書の提出を省略すべきである。






資産課税課
	項　　目
	再生計画の認可決定等があった場合の非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税
の再計算免除申請手続
手続における決算書の提出不要化

	関係法令
	租税特別措置法施行規則第23の９第38項第１号ホ
租税特別措置法施行規則第23の10第36項

	改正意見
	再生計画の認可決定等があった場合の非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続税の再計算免除申請手続において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
再生計画の認可決定等があった場合の非上場株式等についての納税猶予の贈与税・相続
税の再計算免除申請手続においては、税額の再計算の観点から、認定（贈与）承継会社の有する資産及び負債につき評定に基づいて作成された貸借対照表の提出を求めている。当該決算書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書の提出を省略すべきである。





管理運営課
	項　　目
	納付受託者の指定の手続における決算書の提出不要化

	関係法令
	国税通則法施行規則第４条第２項

	改正意見
	納付受託者の指定の手続において提出しなければならない最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの（以下「計算書等」という。）について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
納付受託者の指定の手続においては、国税庁長官が指定する納付受託者として要件を具備するかの観点から、決算書等の提出を求めている。法人税の確定申告書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書等の提出を省略すべきである。

（補足）
　　国税通則法施行規則第４条第２項においては、上記「計算書等」のほか、「定款」及び「法人の登記事項証明書」の添付義務を求めているが、当該規定のただし書きにおいて、以下の対応が内包されるようであれば、改正不要と考える。
定款：　定款の情報をリアルタイムに把握できるような官民の情報連携システム（データストア構想）の仕組みの構築
法人の登記事項証明書：　法務省が平成32年度までに構築することとなっている情報連携システムによる登記情報の参照
（参考）国税通則法施行規則第４条第２項
前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの（以下この項において「定款等」という。）を添付しなければならない。ただし、国税庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第九号の五イ（定義）に規定する自動公衆送信装置をいう。）に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。






資産課税課
	項　　目
	贈与税の非上場株式等についての納税猶予の継続届出（特例措置）
贈与税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（死亡免除）（特例措置）
贈与税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（贈与による免除）（特例措置）
再生計画の認可決定等があった場合の非上場株式等についての納税猶予の贈与税の再計
算免除申請手続（特例措置）
相続税の非上場株式等についての納税猶予の継続届出（特例措置）
相続税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（死亡免除）（特例措置）
相続税の非上場株式等についての納税猶予の免除届出（贈与による免除）（特例措置）
再生計画の認可決定等があった場合の非上場株式等についての納税猶予の相続税の再計算免除申請手続（特例措置）
贈与税の非上場株式等についての納税猶予の追加免除（特例措置）
贈与税の非上場株式等についての納税猶予の差額免除（特例措置）
相続税の非上場株式等についての納税猶予の追加免除（特例措置）
相続税の非上場株式等についての納税猶予の差額免除（特例措置）
手続における決算書の提出不要化

	関係法令
	租税特別措置法施行規則第23条の12の２第15項第４号
租税特別措置法施行規則第23条の12の２第19項
租税特別措置法施行規則第23条12の２第30項
租税特別措置法施行規則第23条の12の３第15項第４号
租税特別措置法施行規則第23条の12の３第19項
租税特別措置法施行規則第23条の12の３第30項
租税特別措置法施行規則第23条12の２第25項第３号
租税特別措置法施行規則第23条12の２第29項第２号
租税特別措置法施行規則第23条12の３第25項第３号
租税特別措置法施行規則第23条12の３第29項第２号

	改正意見
	上記手続において提出しなければならない決算書について、部内で決算書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
上記手続においては、特例の適用要件を満たしているかを確認する観点から、特例対象（受贈）非上場株式等に係る特例認定（贈与）承継会社の決算書の提出を求めている。
当該決算書が提出されている場合には、部内で決算書情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、決算書の提出を省略すべきである。







　　消費税室
	項　　目
	手続委託型輸出物品販売場許可申請手続における承認免税手続事業者の承認通知書の写しの提出不要化

	関係法令
	消費税法施行規則第10条第２項第２号ト

	改正意見
	手続委託型輸出物品販売場許可申請手続において提出しなければならないとされている、「免税販売手続の代理に関する契約を締結をした者が、特定商業施設に係る消費税法施行令第18条の２第７項の承認を受けた旨を証する書類（承認免税手続事業者の承認通知書の写し）」について、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
手続委託型輸出物品販売場許可申請手続においては、許可要件の確認の観点から、免税販売手続を委託する承認免税手続事業者の承認通知書の写しを許可申請の際に添付することとされている。
しかしながら、申請書には承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地の記載がなされることとされており、システム改修により当該記載事項と部内情報を照合し、許可要件を確認することが容易になったことから、承認免税手続事業者の承認通知書の写しの提出を不要とする。






資産課税課
	項　　目
	相続財産に係る譲渡所得の課税の特例手続における相続税申告書等の提出不要化

	関係法令
	租税特別措置法施行規則第18条の18

	改正意見
	相続財産に係る譲渡所得の課税の特例手続において提出しなければならない「相続の開始があった日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日、同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細並びに当該計算の基礎となった施行令第25条の16第１項第１号に掲げる相続税額及び当該相続税額に係る同項第２号に規定する課税価格の資産ごとの明細その他参考となるべき事項を記載した書類」について、部内で申告書情報を確認することができる場合には、その提出を要しないこととする。

	理由
	デジタル・ガバメント実行計画（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）において、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップの３原則に沿い、行政サービスの100％デジタル化を実現するとされている。
既に行政機関が保有している情報については、添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携等によって添付書類の提出を省略することで、ワンスオンリーの実現を目指すこととされている。
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例手続においては、譲渡所得に加算すべき取得費の金額の基礎となる相続税額を確認する観点から、当該書類の提出を求めているが、部内で相続税の申告等情報を確認することができることから、納税者の利便性向上のため、ワンスオンリーの原則に沿い、当該書類の提出を省略すべきである。




